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１ 【臨時報告書の提出理由】

実績配当型金銭信託(信託のチカラ)りそな日本国債オープン（以下、「当信託」といいます。）につき、信託を終了

することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府

令第29条第２項第14号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。

 

２ 【報告内容】

（イ）信託の終了の年月日

・2025年４月25日

 
（ロ）信託の終了に係る決定に至った理由

・当信託は、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に、指定単独運用信託を通じて、

主に日本国債を投資対象として運用を行ってまいりましたが、長期間にわたり信託報酬等を上回る収益を獲得す

ることが困難な状況が続いています。今後の日本国債のマーケット環境は金利の上昇圧力が高まる局面が続くこ

とが予想される中で、当信託が目指す「安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長の実現」には依然とし

て厳しい状況が続くと分析しております。

・以上の分析を踏まえ、指定単独運用信託の支払停止事由（指定単独運用信託の信託約款第17条③に定める「その

他受託者が必要であると認めたとき」）が生じていると判断し、指定単独運用信託について支払停止及び強制終

了を行うことを決定いたしました。これに伴い、当信託についても、支払停止事由（信託約款第20条（1）①に定

める「指定単独運用信託について当該信託の定める支払停止がなされている場合または、指定単独運用信託につ

き当該信託の強制終了が決定したとき」）が生じていることから、支払停止を行った後、強制終了を行うことを

決定いたしました。

 
（ハ）法令に基づき信託の終了に係る決定に関する情報を発行者の発行する特定有価証券の保有者に対し提供している

場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨

信託の終了に関する事項は、以下の方法により情報の提供又は公衆の縦覧に供します。

・当信託の知れたる受益者に対し、書面をもって通知します。

・当社の店頭に表示します。
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